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三重県の都市マスタープラン

三重県がめざすまちの将来像は、
県都市マスタープランとしてまと
めています。
この県都市マスタープランは、

基本方針を踏まえて、20の都市計
画区域ごとに作成しています。都
市計画法第6条の2の規定に基づき、
おおむね10年間の都市計画の目標、
土地利用の方針、都市施設の整備
方針等を示すものです。
各市町が定める都市計画マス

タープランは、県都市マスタープ
ランに即して定めます。

①都市経営の観点 効率的で利便性が高く、持続可能な都市構造の形成

②都市防災の観点 大規模自然災害の被害低減に向けた都市構造の形成

③都市活力の観点 地域経済の活力維持・向上に向けた都市構造の形成

これらの観点を取組に反映させることで、

「地域特性に応じた集約型都市構造の形成」をめざします。

三重県都市計画基本方針

基本方針を踏まえて改定する

市町都市計画マスタープラン

「市町村の都市計画に関する基本的な方針」

都市計画区域マスタープランに
即して定める

都市計画圏域マスタープラン
都市計画区域マスタープラン

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」

三
重
県
都
市
計
画
基
本
方
針

要
旨

三重県都市計画基本方針は、県全体の総合的・一体的な観
点から、おおむね共通する都市づくりの方向性を示すもので、
「県民と共に考える地域づくり」を土台とし、４つの都市づ
くりの方向を掲げています。
また、社会情勢の変化に対応するために、都市計画におい

て特に留意する必要がある観点を、３つの「変革の観点」と
して示しています。

《三重県都市マスタープラン》

都市計画マスタープランの構成



三重県の都市計画区域

現在、20の都市計画区域
があり、それぞれの区域で
土地利用について定めてい
ます。



三重県の都市計画決定一覧

令和8年4月1日現在

○：都市計画決定済市町

桑名市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

いなべ市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

木曽岬町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

東員町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

いなべ いなべ市 ○ ○ ○ ○ ○

四日市市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

菰野町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

朝日町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

川越町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鈴鹿市 ○ ○

鈴　鹿 鈴鹿市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

亀山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

津市 ○ ○ ○

安　濃 津市 ○ ○ ○ ○ ○

津 津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

松　阪 松阪市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

多　気 多気町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

明　和 明和町 ○ ○ ○ ○ ○

伊勢市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

玉城町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥　羽 鳥羽市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

志　摩 志摩市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南　勢 南伊勢町 ○ ○ ○

伊　賀 伊賀市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

名　張 名張市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

紀伊長島 紀北町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

尾　鷲 尾鷲市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

熊　野 熊野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

御　浜 御浜町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

いなべ
(準)

いなべ市 ○
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3・1・1 四日市中央線
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近隣公園・県庁前公園

総合公園・ダイセーフォレストパーク（鈴鹿青少年の森）※

※ 都市計画公園名は、「青少年の森公園」
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立地適正化計画は、医療、福祉・商業施設などの都市機能や居住機能の立地を計画的に誘導し、
コンパクトなまちづくりを進めるための計画です。

そのため、これ以上市街地を拡大せず、人口
密度を維持できるようなまちづくりが必要です。
立地適正化計画で、居住機能を誘導する区域

内に、都市機能を誘導する区域を設定し、駅や
地域の拠点施設を中心としたにぎわいのある地
区へと緩やかに誘導します。各地区を地域公共
交通で結ぶことで、コンパクトなまちづくりを
進めることができます。

『拡大するまち』から
『にぎわいのあるコンパクトなまち』へ

高度経済成長期に人口は爆発的に増え、住宅
地などが整備され市街地の面積は、拡大されま
した。現在は、人口が減少し、超高齢化社会と
なっています。
拡大した市街地の人口が減少すると、空地や

空家が増え、公共施設、病院、商業施設が減少
傾向となり、住環境の悪化、各種サービスの低
下、道路・下水道などのインフラのメンテナン
スが難しくなり、まちの活気がなくなります。

出典：立地適正化計画の手引き【基本編】


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12

